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○押印を求める手続の見直しのための関係訓令の一部改正

栃 木 県 訓 令 第 五 号

本 庁

出 先 機 関

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

（ 栃 木 県 消 防 防 災 関 係 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 消 防 防 災 関 係 職 員 被 服 貸 与 規 程 （ 昭 和 三 十 四 年 栃 木 県 訓 令 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 記 様 式 第 一 号 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

受領印備 考 備 考

別 記 様 式 第 二 号 中 を に 改

　㊞
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○押印を求める手続の見直しのための関係訓令の一部改正

栃 木 県 訓 令 第 五 号

本 庁

出 先 機 関

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

（ 栃 木 県 消 防 防 災 関 係 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 消 防 防 災 関 係 職 員 被 服 貸 与 規 程 （ 昭 和 三 十 四 年 栃 木 県 訓 令 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 記 様 式 第 一 号 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

受領印備 考 備 考

別 記 様 式 第 二 号 中 を に 改
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」 」

め る 。
別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 服 務 の 宣 誓 ） （ 服 務 の 宣 誓 ）

第 四 条 略 第 四 条 略

２ 辞 令 交 付 者 は 、 宣 誓 書 の 日 付 及 び 署 名 を ２ 辞 令 交 付 者 は 、 宣 誓 書 の 日 付 、 署 名 及 び 押 印 を

確 認 し 、 直 ち に こ れ を 人 事 課 長 へ 送 付 す る も の と 確 認 し 、 直 ち に こ れ を 人 事 課 長 へ 送 付 す る も の と

す る 。 す る 。

別 記 様 式 第 十 一 号 中 「 を職氏名 ㊞ 」

「職氏名 に 、」

「

年月日 ㊞ 年月日 ㊞ を
」

「

年月日 年月日

」

に 、
「

職員記章・胸章交付済 ㊞ を
」

「

職員記章・胸章交付済 に
」

改 め る 。

別 記 様 式 第 十 一 号 の 二 中 「 を職氏名 ㊞ 」

「職氏名 に 、」

「

年月日 ㊞ 年月日 ㊞ を
」

「

年月日 年月日 に
」

改 め る 。

「

申告年月日
本人印

年月日

別 記 様 式 第 十 一 号 の 二 の 二 中 を

割振り年月日 所属長

年月日印

」

「

申告年月日 「
　㊞
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」 」

め る 。
別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 服 務 の 宣 誓 ） （ 服 務 の 宣 誓 ）

第 四 条 略 第 四 条 略

２ 辞 令 交 付 者 は 、 宣 誓 書 の 日 付 及 び 署 名 を ２ 辞 令 交 付 者 は 、 宣 誓 書 の 日 付 、 署 名 及 び 押 印 を

確 認 し 、 直 ち に こ れ を 人 事 課 長 へ 送 付 す る も の と 確 認 し 、 直 ち に こ れ を 人 事 課 長 へ 送 付 す る も の と

す る 。 す る 。

別 記 様 式 第 十 一 号 中 「 を職氏名 ㊞ 」

「職氏名 に 、」

「

年月日 ㊞ 年月日 ㊞ を
」

「

年月日 年月日

」

に 、
「

職員記章・胸章交付済 ㊞ を
」

「

職員記章・胸章交付済 に
」

改 め る 。

別 記 様 式 第 十 一 号 の 二 中 「 を職氏名 ㊞ 」

「職氏名 に 、」

「
年月日 ㊞ 年月日 ㊞ を

」

「

年月日 年月日 に
」

改 め る 。

「

申告年月日
本人印

年月日

別 記 様 式 第 十 一 号 の 二 の 二 中 を

割振り年月日 所属長

年月日印

」

「

申告年月日 「

-
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年月日

に 、 本人印所属長印を

割振り年月日

年月日 」

」

「

本人の所属長の

に 改 め る 。

確認 確認

」

別 記 様 式 第 十 一 号 の 二 の 三 及 び 別 記 様 式 第 十 一 号 の 二 の 四 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

確 本人の

職・氏 名認 職・氏名

印 確認

別 記 様 式 第 十 一 号 の 三 中 を に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 十 一 号 の 四 中 「㊞」 及 び 「 」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 十 一 号 の 五 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 十 一 号 の 六 注 ３ 中 「押印」 を 「その旨記入」 に 改 め 、 同 様 式 注 ４ 中 「の印を押印する」 を 「が

確認する」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 二 号 注 中 「職員本人の印を押印すること」 を 「職員本人が確認すること」 に 改 め る 。

「 「 「 「

　㊞
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年月日

に 、 本人印所属長印を

割振り年月日

年月日 」

」

「

本人の所属長の

に 改 め る 。

確認 確認

」

別 記 様 式 第 十 一 号 の 二 の 三 及 び 別 記 様 式 第 十 一 号 の 二 の 四 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

確 本人の

職・氏 名認 職・氏名

印 確認

別 記 様 式 第 十 一 号 の 三 中 を に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 十 一 号 の 四 中 「㊞」 及 び 「 」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 十 一 号 の 五 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 十 一 号 の 六 注 ３ 中 「押印」 を 「その旨記入」 に 改 め 、 同 様 式 注 ４ 中 「の印を押印する」 を 「が

確認する」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 二 号 注 中 「職員本人の印を押印すること」 を 「職員本人が確認すること」 に 改 め る 。

「 「 「 「

-
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命 命 勤 勤

令
令 務
権 務 者

別 記 様 式 第 十 四 号 （ 表 面 ） 中 権を 者に 、 を に 改 め る 。

の 者
の

者
確 確

印 認 印 認

」 」 」 」

「別 記 様 式 第 十 四 号 の 二 中 職氏名 印 を」

「職氏名 に 改 め る 。」

別 記 様 式 第 十 四 号 の 五 か ら 別 記 様 式 第 十 五 号 の 二 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

本人の

別 記 様 式 第 十 六 号 中 （ そ の 一 ） 中 本人印を

確認

に 改 め 、 同 様 式 （ そ の 二 ） 及 び （ そ の

」 」

「 「

本人 本人の

三 ） 中

印

を

確認

に 改 め 、 同 様 式 （ そ の 四 ） （ 表 面 ） 中 「本人印」 を 「本人の確認」

」 」

「 「

本人 本人の

に 改 め 、 同 様 式 （ そ の 四 ） （ 裏 面 ） 及 び （ そ の 五 ） 中

印

を

確認

に 改 め 、 同 様 式 （ そ の

」 」

「 「

本人 本人の

六 ） 中

印

を

確認

に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 十 七 号 か ら 別 記 様 式 第 十 八 号 ま で 、 別 記 様 式 第 二 十 号 及 び 別 記 様 式 第 二 十 一 号 中 「㊞」 を 削

る 。

「 「

本人 本人の

別 記 様 式 第 二 十 二 号 中

印

を

確認

に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 二 十 二 号 の 二 か ら 別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 六 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

氏名印備考 氏名
本人の

備考
確認

-
1

-

別 記 様 式 第 十 二 号 注 中 「の印を押印する」 を 「が確認する」 に 改 め る 。

「 「 「 「

命 命 勤 勤

令
令 務
権 務 者

別 記 様 式 第 十 四 号 （ 表 面 ） 中 権を 者に 、 を に 改 め る 。

の 者 の
者

確 確

印 認 印 認

」 」 」 」

「別 記 様 式 第 十 四 号 の 二 中 職氏名 印 を」

「職氏名 に 改 め る 。」

別 記 様 式 第 十 四 号 の 五 か ら 別 記 様 式 第 十 五 号 の 二 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

本人の

別 記 様 式 第 十 六 号 中 （ そ の 一 ） 中 本人印を

確認

に 改 め 、 同 様 式 （ そ の 二 ） 及 び （ そ の

」 」

「 「

本人 本人の

三 ） 中

印

を

確認

に 改 め 、 同 様 式 （ そ の 四 ） （ 表 面 ） 中 「本人印」 を 「本人の確認」

」 」

「 「

本人 本人の

に 改 め 、 同 様 式 （ そ の 四 ） （ 裏 面 ） 及 び （ そ の 五 ） 中

印

を

確認

に 改 め 、 同 様 式 （ そ

」 」

「 「

本人 本人の

の 六 ） 中

印

を

確認

に 改 め る 。

」 」

　㊞

　㊞

　㊞

　㊞

　印
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命 命 勤 勤

令
令 務
権 務 者

別 記 様 式 第 十 四 号 （ 表 面 ） 中 権を 者に 、 を に 改 め る 。

の 者
の

者
確 確

印 認 印 認

」 」 」 」

「別 記 様 式 第 十 四 号 の 二 中 職氏名 印 を」

「職氏名 に 改 め る 。」

別 記 様 式 第 十 四 号 の 五 か ら 別 記 様 式 第 十 五 号 の 二 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

本人の

別 記 様 式 第 十 六 号 中 （ そ の 一 ） 中 本人印を

確認

に 改 め 、 同 様 式 （ そ の 二 ） 及 び （ そ の

」 」

「 「

本人 本人の

三 ） 中

印

を

確認

に 改 め 、 同 様 式 （ そ の 四 ） （ 表 面 ） 中 「本人印」 を 「本人の確認」

」 」

「 「

本人 本人の

に 改 め 、 同 様 式 （ そ の 四 ） （ 裏 面 ） 及 び （ そ の 五 ） 中

印

を

確認

に 改 め 、 同 様 式 （ そ の

」 」

「 「

本人 本人の

六 ） 中

印

を

確認

に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 十 七 号 か ら 別 記 様 式 第 十 八 号 ま で 、 別 記 様 式 第 二 十 号 及 び 別 記 様 式 第 二 十 一 号 中 「㊞」 を 削

る 。

「 「

本人 本人の

別 記 様 式 第 二 十 二 号 中

印

を

確認

に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 二 十 二 号 の 二 か ら 別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 六 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

氏名印備考 氏名
本人の

備考
確認

-
5

-

別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 七 中 を に 改 め

」 」

る 。
別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 八 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

氏名印備考 氏名
本人の

備考
確認

　㊞
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別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 七 中 を に 改 め

」 」

る 。
別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 八 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

氏名印備考 氏名
本人の

備考
確認

-
6

-

別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 九 中 を に 改 め

」 」

る 。
別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 及 び 別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 一 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

氏名印備考 氏名
本人の

備考
確認

　㊞
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別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 九 中 を に 改 め

」 」

る 。
別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 及 び 別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 一 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

氏名印備考 氏名
本人の

備考
確認

-
7

-

別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 二 中 を に 改 め

」 」

る 。
別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 三 か ら 別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 六 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 七 中 「 」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 二 十 四 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 建 設 工 事 検 査 規 程 の 一 部 改 正 ）

　㊞
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別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 二 中 を に 改 め

」 」

る 。
別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 三 か ら 別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 六 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 二 十 三 号 の 十 七 中 「 」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 二 十 四 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 建 設 工 事 検 査 規 程 の 一 部 改 正 ）

-
8

-

第 三 条 栃 木 県 建 設 工 事 検 査 規 程 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「 」 を 削 り 、

「 「

措置
確認印 措置年月日

年月日

総括

監督員

主任

を に 、

監督員

監督員

」 」

「 「請負者 印 を 請負者 に 改 め る 。」 」

別 記 様 式 第 三 号 の 一 中 「印」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 県 有 車 両 管 理 等 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 栃 木 県 県 有 車 両 管 理 等 規 程 （ 昭 和 五 十 五 年 栃 木 県 訓 令 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 三 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 訓 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「受領印」 を 「受領者」 に 改 め る 。

「 「

別 記 様 式 第 二 十 一 号 中

検査

を

検査

に 改 め る 。

印 者

」 」

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　㊞

　㊞

　㊞

　印

　印



（9）号外第31号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日

-
8

-

第 三 条 栃 木 県 建 設 工 事 検 査 規 程 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「 」 を 削 り 、

「 「

措置
確認印 措置年月日

年月日

総括

監督員

主任

を に 、

監督員

監督員

」 」

「 「請負者 印 を 請負者 に 改 め る 。」 」

別 記 様 式 第 三 号 の 一 中 「印」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 県 有 車 両 管 理 等 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 栃 木 県 県 有 車 両 管 理 等 規 程 （ 昭 和 五 十 五 年 栃 木 県 訓 令 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 三 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 訓 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「受領印」 を 「受領者」 に 改 め る 。

「 「

別 記 様 式 第 二 十 一 号 中

検査

を

検査

に 改 め る 。

印 者

」 」

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○ 栃 木 県 県 営 林 管 理 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 訓 令 第 六 号

本 庁

各 環 境 森 林 事 務 所

矢 板 森 林 管 理 事 務 所

林 業 セ ン タ ー

栃 木 県 県 営 林 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 県 営 林 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 県 営 林 管 理 規 程 （ 昭 和 三 十 七 年 栃 木 県 訓 令 第 五 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 二 号 （ 本 文 ） 中

「 「

巡視状況 巡視状況

被害その他 被害その他

を に 改 め る 。

管

理

者

印

」 」

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○ 栃 木 県 宿 日 直 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 訓 令 第 七 号

出 先 機 関

栃 木 県 宿 日 直 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 宿 日 直 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 宿 日 直 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 宿 日 直 員 の 服 務 ） （ 宿 日 直 員 の 服 務 ）

第 十 一 条 宿 日 直 員 の 服 務 は 、 次 の と お り と す る 。 第 十 一 条 宿 日 直 員 の 服 務 は 、 次 の と お り と す る 。

一 略 一 略

二 勤 務 時 間 外 に 職 員 が 室 の か ぎ の 使 用 を 申 し 出 二 勤 務 時 間 外 に 職 員 が 室 の か ぎ の 使 用 を 申 し 出

た と き は 、 そ の 理 由 を 確 め 、 職 員 で あ る こ と を た と き は 、 そ の 理 由 を 確 め 、 職 員 で あ る こ と を

確 認 し た う え 、 か ぎ 使 用 簿 に 所 要 事 項 を 記 入 さ 確 認 し た う え 、 か ぎ 使 用 簿 に 所 要 事 項 を 記 入 押

せ 、 か ぎ の 使 用 を 許 可 す る こ と 。 印 さ せ 、 か ぎ の 使 用 を 許 可 す る こ と 。

三 ～ 六 略 三 ～ 六 略

２ 略 ２ 略

「 「

氏 名印 氏 名

別 記 様 式 第 一 号 中 を に 改 め



（10） 号外第31号令和３（2021）年３月31日　水曜日 栃 木 県 公 報

-
1

-

○ 栃 木 県 宿 日 直 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 訓 令 第 七 号

出 先 機 関

栃 木 県 宿 日 直 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 宿 日 直 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 宿 日 直 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 宿 日 直 員 の 服 務 ） （ 宿 日 直 員 の 服 務 ）

第 十 一 条 宿 日 直 員 の 服 務 は 、 次 の と お り と す る 。 第 十 一 条 宿 日 直 員 の 服 務 は 、 次 の と お り と す る 。

一 略 一 略

二 勤 務 時 間 外 に 職 員 が 室 の か ぎ の 使 用 を 申 し 出 二 勤 務 時 間 外 に 職 員 が 室 の か ぎ の 使 用 を 申 し 出

た と き は 、 そ の 理 由 を 確 め 、 職 員 で あ る こ と を た と き は 、 そ の 理 由 を 確 め 、 職 員 で あ る こ と を

確 認 し た う え 、 か ぎ 使 用 簿 に 所 要 事 項 を 記 入 さ 確 認 し た う え 、 か ぎ 使 用 簿 に 所 要 事 項 を 記 入 押

せ 、 か ぎ の 使 用 を 許 可 す る こ と 。 印 さ せ 、 か ぎ の 使 用 を 許 可 す る こ と 。

三 ～ 六 略 三 ～ 六 略

２ 略 ２ 略

「 「

氏 名印 氏 名

別 記 様 式 第 一 号 中 を に 改 め

-
2

-

」 」

る 。
別 記 様 式 第 二 号 中 「印」 を 削 る 。

「 「

氏名印 氏 名

別 記 様 式 第 三 号 中 を に 、

」 」

「 「

氏名
宿日

氏 名
直印



（11）号外第31号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日

-
2

-

」 」

る 。
別 記 様 式 第 二 号 中 「印」 を 削 る 。

「 「

氏名印 氏 名

別 記 様 式 第 三 号 中 を に 、

」 」

「 「

氏名
宿日

氏 名
直印

-
3

-

を に 改 め る 。

」 」

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。



（12） 号外第31号令和３（2021）年３月31日　水曜日 栃 木 県 公 報○ 栃 木 県 公 印 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 訓 令 第 八 号

本 庁

出 先 機 関

教 育 委 員 会 事 務 局

教 育 委 員 会 事 務 局 教 育 事 務 所

教 育 委 員 会 の 所 管 に 属 す る 教 育 機 関

人 事 委 員 会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局

労 働 委 員 会 事 務 局

議 会 事 務 局

警 察 本 部

警 察 署

栃 木 県 公 印 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 公 印 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 公 印 規 程 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「 「

別 記 様 式 第 七 号 中 課所長印を 課所長 に 改 め る 。

」 」

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○ 栃 木 県 動 物 管 理 業 務 等 従 事 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 訓 令 第 九 号

本 庁

動 物 愛 護 指 導 セ ン タ ー

栃 木 県 動 物 管 理 業 務 等 従 事 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 動 物 管 理 業 務 等 従 事 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 動 物 管 理 業 務 等 従 事 職 員 被 服 貸 与 規 程 （ 昭 和 五 十 六 年 栃 木 県 訓 令 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 記 様 式 第 一 号 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

別 記 様 式 第 二 号 中 受領印を 受領 に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「㊞」 を 削 る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○ 栃 木 県 立 岡 本 台 病 院 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 訓 令 第 十 号

栃 木 県 立 岡 本 台 病 院

栃 木 県 立 岡 本 台 病 院 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 立 岡 本 台 病 院 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 立 岡 本 台 病 院 職 員 被 服 貸 与 規 程 （ 昭 和 六 十 一 年 栃 木 県 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

別 記 様 式 第 二 号 中 受領印 を 受領 に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「㊞」 を 削 る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 行 政 改 革 Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 課 ）

　㊞

　㊞

　㊞



（13）号外第31号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日
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-
1

-

○ 栃 木 県 立 岡 本 台 病 院 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 訓 令 第 十 号

栃 木 県 立 岡 本 台 病 院

栃 木 県 立 岡 本 台 病 院 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 立 岡 本 台 病 院 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 立 岡 本 台 病 院 職 員 被 服 貸 与 規 程 （ 昭 和 六 十 一 年 栃 木 県 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

別 記 様 式 第 二 号 中 受領印 を 受領 に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「㊞」 を 削 る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 行 政 改 革 Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 課 ）


